
 

 

臨海斎場増築計画の進捗について 

 

 令和 8年 2月 6日臨海部広域斎場組合議会・懇談会において、臨海斎場増築計画の進捗

について報告があったため、区民委員会において報告する。 

 

 

１．臨海斎場施設整備に伴う増築及び既存棟改修基本設計（別紙１） 

 臨海部広域斎場組合では、近年の区民ニーズの変化や将来の火葬需要に対応するため、

令和 6年度に臨海斎場施設整備基本方針を見直し、火葬炉を拡充することにした。今年度

は、基本方針に基づき、別紙１のとおり基本設計を策定した。 

 

 

２．既存棟二階式場供用開始について 

近年、家族葬等の小規模な葬儀や通夜を伴わない葬儀が増え、少人数利用の式場ニーズ

が増えていることから、既存の火葬待合室を式場としても利用できるようにすることとし

た。今年度は、既存の火葬待合室を改修し、８室のうち４室を令和８年１月２２日から式

場として供用を開始した。 

  令和８年 1月 9 日（水）予約受付開始 

令和８年 1月 22 日（木）利用初日（前日設営） 

令和８年 1月 23 日（金）告別利用開始 

 

 

３．増築に係る都市計画変更決定について（別紙２） 

 火葬場の都市計画決定区分は区市町村決定である。臨海斎場は、大田区に所在するた

め、増築棟建設にあたっては、別紙２のとおり、大田区都市計画審議会への諮問を経て、

大田区にて都市計画決定される。 
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臨海斎場施設整備に伴う増築及び既存棟改修基本設計 別紙１ 



 



 

 

増築に係る都市計画変更決定について  

  

１ 趣旨  

  臨海斎場は、５区の地域において火葬場を設置して住民福祉の充実を図ることを

目的に、大田区都市計画審議会への諮問や都知事への同意協議を経て、大田区にて

都市計画決定された。  

  このたびの増築棟建設にあたっては、この決定を変更したうえで都知事から都市

計画事業としての認可を得ることにより、特別区都市計画交付金の対象事業とする

ことで、財源確保を図る方針である。  

  

２ 決定に係る手続  

  火葬場の都市計画決定区分は区市町村決定であるため、開場時同様に大田区都市

計画審議会への諮問を経て、大田区にて都市計画決定されることとなる。  

今回の変更決定については、令和８年１月 27日に大田区都市計画審議会にて原案

（別添資料）を報告済である。  

今後想定しているスケジュールは下記のとおりである。  

  

  令和８年２月～３月頃    組織区常任委員会にて報告  

          ３月 27日（金） 住民説明会（大田区及び品川区住民向け）  

          ４月～５月      都市計画案の大田区長決定  

６月            都知事協議  

７月～９月      大田区都市計画審議会への案報告  

          11月～12月     大田区都市計画審議会への付議       

付議後          都市計画の大田区長決定 

都知事への事業認可申請   

令和９年１月          実施設計開始  

          ２月            区長・議長懇談会にて報告  

          ２月～３月頃    組織区常任委員会にて報告  

  

３ その他  

（１）組織区都市計画審議会への報告  

    火葬炉数（備考部分）の変更のみであるため、組織区都市計画審議会に対し

ては報告しないこととする。  

 

別紙２ 



別添資料












